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仙台河川国道事務所 鳴子国道維持出張所は、宮城47号のうち国道４号との交差点

から山形県境までの宮城県分を維持管理しています。みやぎの「かわとみち」情報

が満載！

仙台河川国道事務所ホームページはこちら →  http://www.thr.mlit.go.jp/sendai
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令和４年８月２３日（火）、道路の清掃、除草活動などを行ってく

ださっている団体様への表彰式が行われました。今年度、鳴子国道

維持出張所管内からは 石ノ梅親交会 様が道路功労者表彰を受賞さ

れました。おめでとうございます。道路愛護団体の皆様の活動によ

り、道路の良好な環境が保たれております。引き続きのご支援よろ

しくお願いいたします。

現在の様子

～鳴子国道維持出張所では、中山平線形改良工事を行っています～
中山平線形改良工事では、道路の線形改良により、交通事故の削減及び交通の 円滑化を図るものです。


